
    

健康の増進に関する基本的な方向 

健康日本２１（第二次）の概要  

○ 平成２５年度から平成３４年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増
進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（平成１５年厚生労働大臣告示）を改正するもの。 

○ 第一次健康日本２１（平成１２年度～平成２４年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の
実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
 ・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。 
  ・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防） 
  ・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。 
  ・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、 
   医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 
  ・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」 
  を推進。 
  ・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 
  ・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る 
  環境を整備。  
  ・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習 

  慣の改善及び社会環境の改善 
 ・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。 53



具体的な目標 
○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。 

その他 

 ○ 都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（ＰＤＣＡサイクルの実施） 
 ○ 国は、生活習慣病の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究を企画し、推進。 
 ○ 各保健事業者は、各種健診の実施主体間で、個人の健康情報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施。 
 ○ 国、地方公共団体は、企業、団体等が行う健康増進に向けた自発的な取り組みを支援。 
 

基本的な方向 具体的な目標の例 （括弧内の数値は現状） 目標 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 
○日常生活に制限のない期間の平均 
 （男性70.42年、女性73.62年） 

 平均寿命の増加分を上回 
 る増加 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹
底 （がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの予防） 

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 
 （84.3（10万人当たり）） 
○最高血圧の平均値 
 （男性138mmHg、女性133mmHg） 
○糖尿病合併症の減少（16,271人） 

 ７３．９（１０万人当たり） 
 
 男性１３４mmHg、 
 女性１２９mmHg 
 １５，０００人 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持・
向上 （心の健康、次世代の健康、高齢者の健康を
増進） 

○強いうつや不安を感じている者（10.4%) 
○低出生体重児の割合の減少（9.6％） 
○認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の 
 向上（0.9％） 

 ９．４％ 
 減少傾向へ 
 １０％ 
 

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 
○健康づくりに関する活動に取り組み自発的 
 に情報発信を行う企業数の増加(420社） 

 ３０００社 

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、 
  喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の  
  改善及び社会環境の改善 

○２０～６０歳代男性の肥満者の割合（31.2%） 
○食塩摂取量（10.6g） 
○２０～６４歳の日常生活での歩数（男性7841歩、 
  女性6883歩） 

○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり 
 純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上) 
 の飲酒者割合の減少（男性16.7%,女性7.4％） 
○成人の喫煙率（19.5%） 
○８０歳で２０歯以上の歯を有する者の割合（25%) 

 ２８％（自然増から１５％減） 
 ８グラム 
 男性９０００歩、 
 女性８５００歩 
 男性１４．０％、 
 女性６．３％ 
 
 １２％ 
 ５０％ 
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平均寿命と健康寿命の推移 

【資料】平均寿命：平成13・16・19・25年は、厚生労働省「簡易生命表」、平成22年は「完全生命表」 

男 性 

平均寿命 健康寿命 

（年） 

女 性 

（年） 
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    健康寿命とは：日常生活に制限のない期間 

※健康日本２１（第二次）の目標：平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（平成３４年度） 
 日本再興戦略及び健康・医療戦略の目標：「2020年までに国民の健康寿命を1歳以上延伸」（平成３２年） 

74.21 

73.62 

71.19 

70.42 

86.61 

86.30 

80.21 

79.55 

平均寿命 健康寿命 

○平成25年の健康寿命は 
 男性71.19年、女性74.21年 
 
○健康寿命は 
 男性0.78年、女性0.59年延伸 
  (対平成22年) 
 
○日常生活に制限のある期間は 
 男性0.11年、女性0.28年短縮 
  (対平成22年) 

男性 
 
  平成22年 

 
 
   
  平成25年 

 
 
  
 
 
女性 
 
  平成22年 
 
 
   
  平成25年 

 
 
 

9.13年 

12.40年 

9.02年 

12.68年 

【資料】 
○平均寿命:厚生労働省「平成22年完全生命表」 
                     「平成25年簡易生命表」 
○健康寿命:厚生労働省「平成22年/平成25年簡易生命表」 
      厚生労働省「平成22年/平成25年人口動態統計」 
      厚生労働省「平成22年/平成25年国民生活基礎調査」 
      総務省「平成22年/平成25年推計人口」 
                      より算出 
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【厚生労働大臣 最優秀賞】 
 須坂市保健補導員会（長野県） 
「市民の健康を願って『自分の健康は自分でつくり守る』保健補導員の健康づくり活動」 
 
【厚生労働大臣 優秀賞】（３件） 
＜企業部門＞ 株式会社イトーキ（東京都） 
＜団体部門＞ 一般社団法人江戸川区医師会（東京都） 
＜自治体部門＞熊本市（熊本県） 
 
【厚生労働省健康局長 優良賞】（１３件） 
＜企業部門＞ 
 株式会社LC ウェルネス（静岡県）／株式会社グリーンハウス（東京都）／ 
 株式会社フレスタ（広島県広島市）／ヤマトグループ健康保険組合（東京都） 
＜団体部門＞ 
 NPO 法人・熟年体育大学リサーチセンター（JTRC）（長野県松本市）／ 
 公立大学法人名桜大学健康・長寿サポートセンター（沖縄県名護市）／ 
 地方独立行政法人市立吹田市民病院（大阪府）／日本禁煙推進医師歯科医師連盟（東京都） 
＜自治体部門＞ 
 加東市（兵庫県）／上山市（山形県）／北名古屋市（愛知県）／総社市（岡山県）／ 
 箕輪町（長野県） 
 
【厚生労働省保険局長 優良賞】（２件） 
 全国健康保険協会大分支部（大分県）／パナソニック健康保険組合（大阪府） 

第３回 健康寿命をのばそう！アワード 
＜生活習慣病予防分野＞ 

 生活習慣病予防の啓発活動、健康寿命の延伸を目的とする、 
優れた取組を行っている企業・団体・自治体を表彰。 
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 働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者緊急支援事業  

 ○ 平成26年度に研究班で開発する宿泊型新保健指導プログラムを医療保険者等（公募）で試行するための事業費を補助し、事業結果・効果
の検証を反映してプログラムの改訂を実施する。 

     【補助率】国１０／１０   【補助先】医療保険者等（公募）   
 

    

事業概要 

趣旨・目的 

平成２７年度概算要求額：６４百万円 宿泊型新保健指導試行事業 

 

○ 日本再興戦略のアクションプランの一つである戦略市場創造プランにおける、ヘルスケア産業を担う民間事業者等が創意工夫を発揮できる
市場環境の整備として、「糖尿病が疑われる者等を対象として、ホテル、旅館などの地元観光資源等を活用して行う宿泊型新保健指導 プロ
グラムを平成26年度内に開発し、試行事業等を経た上で、その普及促進を図る」とされている。 

○ また、健康日本２１（第二次）においては、循環器疾患、糖尿病、高血圧等の生活習慣病の一次予防に重点を置きつつ、合併症の発症や  
 症状進展などの重症化の予防を重視した取組を進めるとともに、健康づくりに取り組もうとする個人を社会全体で支援するため、社会環境 
 の改善を通じた働きかけなどを推進していくこととしている。 
 

   ※健康日本２１（第二次）における目標例 
    ・【糖尿病腎症による年間新規透析導入患者数の減少】 現状：16,247人（H22）→ 目標：15,000人（H34） 
    ・【糖尿病有病者の増加の抑制】 現状：890万人 （平成19年）→ 目標：1,000万人（平成34年度） 

○ 平成26年度に開発する宿泊型新保健指導プログラムを平成27年度に試行することで効果検証を行い、プログラムの改訂等を行った上で、 
 生活習慣病予防に効果的で、汎用的な保健指導として、ヘルスケア産業等で活用されることを目指す。 

国 
医療 

保険者等 

10／10 
国庫補助 

事業結果
（データ）
の報告 

健康増進施設・保養所・ホテル・旅館等で実施 

（健保組合や企業の保養所、都心部・保養地の
ホテル・旅館など）  

医師,保健師,管理栄養士,健康運動指導士 etc 

旅館 

保健指導プログラム 

スポーツなどのオプション 

事業結果を反映してプログラムを改訂 

被保険者に対して
宿泊型保健指導

を実施 

結果(データ）の 
提供 

補助先(公募） 

（平成２７年度予算（案）：６３，５４８千円） 

60

http://www.illust-box.jp/sozai/15374/
http://www.illust-box.jp/sozai/16176/


 日本人の食事摂取基準は、健康増進法（平成14年法律第103号）第30条の２に
基づき厚生労働大臣が定めるものとされ、国民の健康の保持・増進を図る上で摂
取することが望ましいエネルギーと栄養素の量の基準を示すものである。 

策定の目的 

 平成27（2015）年度から平成31（2019）年度の５年間。 

使用期間 

改定のポイント 

日本人の食事摂取基準(2015年版)について 

 「日本人の食事摂取基準（2015年版）」策定検討会において検討を行い、平成
26年３月に報告書を取りまとめ、その主な改定のポイントは以下のとおり。 

１）策定目的に、生活習慣病の発症予防とともに「重症化予防」を加えたこと。 

２）エネルギーについて、指標に「体格（BMI）」を採用したこと。 

３）生活習慣病の予防を目的とした「目標量」を充実したこと。 

大臣告示の予定 

 平成27年３月中の予定。 
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• 住宅の再建は順次進められているが、完了までにはなお年数を必要とする状況。仮設住宅における生
活の長期化により、生活不活発病や高血圧症の増加、栄養バランス等食生活の乱れや身体活動量の低
下などを懸念する指摘もあり、長期間にわたり仮設住宅での生活を余儀なくされる被災者の方の健康
支援は重要な課題。 

• このため、被災自治体における健康支援活動の強化を図るため、仮設住宅等を中心とした保健活動等
を支援する。 

【事業の対象地域】岩手県、宮城県、福島県 

  （被災地健康支援臨時特例交付金により介護基盤緊急整備等臨時特例基金（既設）の積み増しにより実施。） 

【事業内容】 

  被災県に設置されている基金に積み増しを行い、県・市町村が、各被災地の実情に応じて実施する以下 

 のような事業を支援。 

  （地方公共団体が適当と認める団体への委託・補助または助成に係る費用も対象。） 

○ 仮設住宅入居者等を対象とした多様な健康支援活動の実施及びそれらを担う専門人材の確保 

    ・全戸訪問等による巡回健康相談などの実施 

  ・支援が必要な方に対する個別訪問等のフォローアップ 

    ・生活不活発病予防のための体操や健康運動教室の開催 

  ・歯科医師等による歯科検診・指導 

  ・管理栄養士等による栄養・食生活指導 

  ・子どもの健康教室開催 

  ・保健師、管理栄養士等の専門人材の確保 等      

 ○ 被災者に対する効果的な健康支援方策を検討する協議会の運営 

 ○ 被災者特別健診等事業 

   特定健診非対象者(18～39歳未満)に対する健康診査等の実施や特定健診の項目追加    など       

被災地健康支援事業（被災地健康支援臨時特例交付金）    
 

平成２３年度第３次補正予算額 ２９億円 
平成２６年度予算額 １０億円 
平成２７年度予算案  ４億円 
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○東日本大震災の被災自治体から、保健師の派遣要望が寄せられていること 
 から、保健師の確保に向けた取組の強化が課題となっているところ。 
 
 
 
 
○それらを担う専門人材の確保策として、以下のような取組を行ったところ 
 であり、今後も引き続き保健師の確保について支援していく必要がある。 
 
  ・平成26年３月末に復興庁と厚生労働省の連名で、関係団体及び全国 
   の自治体あてに協力依頼通知を発出 
 
  ・平成26年８月に、国民健康保険中央会あてに、在宅保健師の会に 
   所属する保健師への周知を依頼 
 
  ・平成26年12月に、全国の自治体あてに保健師派遣の協力依頼通知を 
   発出 

東日本大震災被災自治体における保健師の 
確保に向けた取組への協力依頼 
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（１）保健師の人材育成に係る背景及び系統的な研修の必要性について 

 ○地域保健関連施策等の変化に伴い、施策が分野ごとに実施される中、総合的に施策を推進す 
  る上で、保健師には一層の連携調整能力の習得が求められている。 
 ⇒連携調整能力を習得するための系統的な研修体制の構築 

 ○自治体内の保健師の年齢構成の偏りや配置人数の規模によっては、保健師の指導者の確保や 
  系統的な研修の実施、ジョブローテーションによる人材育成の体制づくりが難しい。 
 ⇒人材育成を進める上で、保健師の研修やジョブローテーション等に対する自治体としての理 
  解及び必要性に対する合意を得ること 

 

（２）各期の考え方や保健師に求められる能力について 

 ○新任期：個別支援や地区診断に基づく地区管理等の能力を醸成し、保健師としての基本的な 
       視点及び実践能力を獲得する時期である。 
 ⇒事例管理、健康危機管理等の管理機能を管理期に発揮できるようにするため、管理能力の育 
  成についても新任期から系統的に進めること 
 ⇒各保健師の基本的能力の習得状況を確認しつつ、個別性に着目した人材育成のあり方を検討 

 ○中堅期：管理職を志向する者もいれば、現場での実践能力を高めてより専門性を発揮してい 
       きたいと考える者もおり、出産・育児の時期と重なるため、産休や育休を取得する 
                 保健師も多い。 
 ⇒多様性を踏まえた対応を検討するとともに、主体的に自らの目指すべき方向を考えることが 
  できるよう、人材育成を推進すること 
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 ○管理期：定義が様々である。また、健康危機管理、組織運営管理等の管理機能の発揮が求め 
                 られる。近年、部長職や課長職に就く保健師が徐々に増えている。 
 ⇒定義を明らかにすることや管理能力の習得 
 ⇒職位に就くまでに必要な能力を系統的に習得することができる人材育成体系を構築すること 

 ○統括的な役割を担う保健師：保健師活動指針に役割や位置づけが明記されたこともあり、自 
  治体においてその重要性が認知され、配置が進んできている。 
 ⇒このような役割を担う保健師の配置と継続的な確保に向けた各自治体における育成 
 
（３）関係機関等との連携について 

 ○関係機関等との研修実施における連携状況について実態把握が十分ではない。 
 ⇒どのような連携・活用が効果的なのか、留意点等を含めた実態を把握すること 
 
（４）自治体組織における研修の意義の明確化について 

 ○各自治体にある係員、係長、課長、部長といった職位ごとの研修に加え、保健師には専門職 
  としての資質向上を図ることが重要であり、職種別の研修体系を用意している自治体もある。 
 ⇒各研修の対象や目的、キャリア形成上の位置づけ等の明確化 
 
（５）現行の研修事業について 

 ○全国レベルの保健師の研修事業は、国立保健医療科学院、日本看護協会、全国保健師長会等 
  の実施主体により実施されており、一定の効果をあげている。 
 ⇒研修の対象者や到達目標等について実施主体ごとの役割分担の整理 
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（１）体系的な研修体制の構築 

 本検討会の議論や厚生労働科学研究の報告書のほか、｢新人看護職員研修ガイドライン～保健師
編～｣の到達目標や｢看護師等養成所の運営に関する手引き｣の保健師に求められる実践能力も参
考に、標準的なキャリアラダーを示すため、さらなる検討を行う。 

 行政職及び専門職の両側面からの保健師の人材育成が体系的に推進されるよう、既に人材育 
  成の仕組みを構築している自治体や厚生労働科学研究等の成果を参考に、キャリアラダーや 
  キャリアパス等を整理して示す。 
 一般企業の取組等も参考に産休・育休取得者のキャリア継続支援の充実策の検討を行う。 
 
（２）既存の研修事業のあり方 

 研修派遣の必要性が自治体に理解されるよう、研修の成果がどのように業務に生かせるのかを
明確にするため、関係機関・団体が実施する研修の役割分担の調整及び各研修間の関係性につ
いて検討を行う。 

 個々の研修については、研修自体の改革、補助金の活用、大学院との連携、遠隔教育システム
の併用など多角的に、かつ自治体の現状に配慮した方向で検討する。 

 
（３）関係機関等との連携体制の構築 

 都道府県の取組や都道府県と市町村との連携状況等の事例を集約し、連携の促進方策を検討す
る。 

 教育機関や関係団体等と自治体との研修の企画・運営等の連携の実態について全国的なデータ
や事例を集約した上で、保健師の現任教育における有効な連携方策等を検討し、提示する。 
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